
令和２年４月 30 日  

保護者 各位  

魚津市立清流小学校  

 校長 大蔵 浩一  

 

 新型コロナウィルスの感染防止のための臨時休業を下記のとおり再度延長すること

となりました。  

 ご家庭におかれましては子供たちが安全・安心に過ごすために、格別のご配慮をお願

いします。何とぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

記 

 

１ 注意すること  
・５月 31 日（日）まで臨時休業を延長し、登校しない。  
・不要不急の外出を避ける。  
・マスク、手洗い、うがいをしっかりする。  
・自宅にいるときは、課題に取り組む。  

 
２ 課題について  

ご家族は、以下の期日に、お子さんが仕上げた前週分の課題を教室までお持ちくだ  
さい。その際に、当日以降分の課題をお渡しします。  
  

【１回目】  ５月 11 日（月）・ 12 日（火） ８:00 ～ 18： 00 

【２回目】  ５月 18 日（月）・ 19 日（火） ８:00 ～ 18： 00 

【３回目】  ５月 25 日（月）・ 26 日（火） ８:00 ～ 18： 00 
 
 ・課題の採点は、原則として担任が行います。  
 ・来校の際は、マスクの着用をお願いします。  
 
３ ホームページを活用した情報発信について  
  学校のホームページを活用し、担任からお子さんへの応援メッセージ（動画）や学  

習に役立つＷeb サイト等を掲載する予定です。詳細については、準備ができ次第、  
学校安全情報メール、及びホームページでお知らせします。  

 
４ タブレット利用による自主学習の場としての学校利用  
  家庭でＷeb サイトを視聴した自主学習ができない場合、学校を利用することがで  

きます。詳細については、別紙をご覧ください。  
 
５ 児童の状況確認について  
  １週間に１回程度、平日の８時から 16 時 30 分の間に、担任からお子さんに電話

をかけます。  
 
６ 新型コロナウィルスに関する報告について  
  お子さんや同居のご家族について新型コロナウィルス感染症の感染が判明した場

合、又は厚生センター・保健所から濃厚接触者である旨の連絡を受けた場合は、速や
かに学校に連絡をお願いします。  
 連絡をいただいたときは、担任等から詳しい状況をお聞きします。ご協力をお願い
いたします。  

 
７ その他  

・休業中の月曜日～金曜日までは、学校に教員がいます。質問があれば電話をお願い  
します。（８：00～16：30）  

 ・学校での自主学習を継続します。詳細については、別紙をご覧ください。  
 ・５月７日（木）、８日（金）の家庭学習については、自主学習や読書等をしてくだ

さい。  
・新情報や変更等については、教育安全情報メールやホームページ等でお知らせし  
 ます。未登録のご家庭へは電話でお知らせしますが、ぜひ登録をお願いします。  


